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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　令和2年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼所管部局との
緊密な連携、情報
共有を徹底してお
り、策定した方針
をもとに適切な施
設運営が行われ
ている。

指定管理者評価シート

事業名 社会福祉総合センター等運営管理費 所管課（電話番号）保健福祉局総務部総務課（211-2932）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

平成元年６月 延床面積

札幌市社会福祉総合センター 所在地 中央区大通西19丁目名称

社会福祉に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
老人、視覚障がい者、聴覚障がい者、母子、父子及び寡婦の福祉の増進に関すること。
総合センターの施設を使用に供すること。
その他総合センターの設置目的を達成するために必要な事業。

7750.24㎡

主要施設

総合的な社会福祉活動の場を提供することにより、市民の社会福祉に対する理解を深めるととも
に、その社会福祉活動への参加の促進を図り、市民の福祉の増進に寄与する。

会議室、大研修室、福祉用具展示ホール、相談コーナー、運動浴室等

公募

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定単位
施設数：１施設

名称

募集方法

複数施設を一括指定の場合、その理由：

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会

平成30年4月1日～令和5年3月31日

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

業務の範囲

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

施設維持管理業務、貸館業務（利用料金制度）、福祉機器展示コーナー運営、相談コーナー運
営、その他のセンター内施設及び入居団体との連絡調整等

所管局の評価

施設数：１施設

「多くの市民に社会福祉に対する理解を深めてもらうた
め、福祉相談やイベント、あるいは社会福祉に関する情
報を提供しながら、当センターの設置目的である「市民の
福祉の増進に寄与する」の実現を目指す」との方針を策
定した。

▼「利用者に対して、信条や性別・年齢、あるいは社会的
身分などによって、合理的理由のない利用制限や利用料
金の減免など不当な差別的取扱いをすることなく公平中
立な対応をする」との方針を策定し、方針に沿った施設
運営に務めた。
▼会議室等使用承認書の裏面に会議室利用の条件等を
明記し、利用者への理解を促した。
▼毎月、月初めに会議室の予約抽選会を行った。

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

▼管理運営に係る
基本方針及び平等
利用確保の方針に
基づき、適正な施設
運営を遂行した。

▼第三者への業務
委託、資産及び現
金管理、苦情対応
については、規程や
方針に基づき、適正
かつ円滑に遂行し
た。

1



（別紙１）

▼課・係内の短時間ミーティングにおいて、情報共有を行
い、サービスの向上、苦情や事故への迅速な対応を図っ
た。

▼令和2年3月19日付札保総第3047号「札幌市社会福祉
総合センター管理運営業務に係る第三者への委託につ
いて(承認)」に基づき、第三者へ業務を委託し、仕様書に
基づく適正な業務遂行並びにその監督及び履行確認を
行った。

【書面開催】
・令和２年度（４月～11月）管理運営報
告について
・利用者アンケートの実施について
・その他

開催回

第１回
（11月）

第２回
（3月）

【書面開催】
・令和２年度（４月～２月）管理運営報
告について
・利用者アンケートの実施について
・令和３年度総合センター事業につい
て
・総合センター内の新型コロナウイル
ス対応について

▼新型コロナウイル
スの影響により、書
面開催とした。

＜協議会メンバー＞

委員長　守村洋（札幌市立大学看護学部看護学科
准教授）、副委員長　松本民雄（赤い羽根シニア２５
会長）、委員　太田由美子（札幌地区重症心身障害
児者を守る会　副会長）、安達亮介（札幌市社会福
祉協議会　事務局副局長）、櫻井一清（札幌市母子
寡婦福祉連合会　事務局長）、宇賀治努（札幌市私
立保育園連盟　事務局長）、竹内伸明（札幌市老人
クラブ連合会　事務局次長）、浜部公孝（札幌市保健
福祉局総務部　地域福祉推進担当課長）

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

協議・報告内容

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▼電気、ガス、水道の使用については、節約に努めた。
▼市に準じて入居団体へエコスタイル(夏・冬)を通知、実
施した。
▼札幌市環境マネジメントシステムに則った環境配慮へ
の取組を行い、各種帳票を提出した。
▼自主事業として古紙回収ボックス運営事業を実施し、
市民のごみ減量及びリサイクルに寄与した。

▼省エネルギーに
努め、改めてエコス
タイルについて周知
徹底を図った。

▼業務分担、指揮命令系統、連絡系統等を定めた。
▼当初計画に基づき、職員の接遇・コンプライアンスに関
する研修を実施した。
▼会議室の申請受付等については、総合センター担当
者のみならず、総務課職員全体が対応することにより、
担当者不在時でも滞りなく対処できる体制を引き続き維
持した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼労働関係法令を
遵守し、雇用環境
維持向上に努め
た。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▼施設で働く職員に対し、時間外労働・休日労働及び深
夜業をさせた場合、それぞれ法定割合以上の割増賃金
を支払った。
▼施設で働く職員に、時間外労働又は休日労働させる場
合は、書面による労使協定（36協定）により必要な定めを
し、労働基準監督署に届け出た。
▼全ての労働者を労災保険に、条件を満たす労働者を
雇用保険に加入させた。
▼労働者の勤務形態、家族状況等に応じて年金保険、
医療保険に適切に加入させた。また、必要に応じて適切
に届け出等を行った。
▼雇入れ時に、健康診断を実施した。
▼1年に1回定期健康診断を実施した。
▼労働基準監督署からの行政指導を受けなかった。
▼指定管理者の申込時に提出した、ワーク・ライフ・バラ
ンスの取組に関して適切に実施した。
▼指定管理者の申込時に提出した、ワーク・ライフ・バラ
ンスの取組に新たな取組みを加えて適切に実施した。
▼職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に
意欲をもって取り組めるような、適正な労働環境を整え
た。
▼正規職員及び嘱託職員を新たに雇用する際、現在の
非正規職員から希望者を募り、内部登用試験を実施し
た。その結果、２種嘱託職員２名を正規職員に、２種嘱託
職員２名、４種嘱託職員５名を３種専門員に、２種嘱託職
員１名、、４種嘱託職員１名及び５種嘱託職員３名を４種
専門員にそれぞれ転換した。
▼受託者に対し、受託業務を行うために必要な従事者の
法令順守状況及び労働環境に係る情報提供を求め、札
幌市に提出した。
▼リモートアクセスシステムを活用した在宅勤務を導入
し、職員の感染症リスクの低減ならびに新しい働き方スタ
イルの促進を図った。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

▼資金管理については、指定管理業務、自主事業ごとの
区分経理を実施しており、公認会計士による外部会計監
査を導入している。
▼現金等の取扱いについては、現金、通帳を金庫に保管
し、複数人で厳格にチェックする体制としている。

▼札幌市社会福祉総合センター苦情処理等事務処理運
用方針に基づき、適正に対応した。
▼意見交換箱を設け、利用者の要望や意見の集約に努
めた。（令和２年度７件）

▼利用者アンケート実施し、結果は管理運営委員会（書
面開催）で報告するとともに、1階掲示板にも掲示した。会
議室利用団体アンケート実施。
▼札幌市へ各種報告書等を作成し提出した。
　・指定管理者評価シート作成、提出
　・修繕要望書作成、提出
　・新型肺炎に係る消毒薬・マスクの備蓄状況調査票作
成、提出
　・ＥＭＳシートへの回答等

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

▽　要望・苦情対応

▼労働関係法令
を遵守するととも
に、嘱託職員を積
極的に正職員等
に転換するなど、
雇用環境の改善
を図っている。今
後も、関係法令を
遵守し、雇用環境
の維持向上に努
めること。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼協定書や仕様
書、各計画等に基
づき、適正に実施し
た。利用者や入居
団体からの意見・要
望に対しては出来
る限り善処するよう
努め、安全で快適
な施設空間を提供
した。

▽　防災

▼「新型コロナウイ
ルス感染防止のた
めの札幌市コミュニ
ティ施設における取
扱い基準」に基づ
き、来館者ならびに
職員の感染防止対
策を適切に実施し
た。

▽　新型コロナウイルス感染症対策

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼防災計画を策定するとともに、７月の避難訓練を含
め、以下の点検・訓練を実施した。
・避難訓練（第１回：7月16日、第２回：3月29日）
　※第２回は新型コロナウイルスの影響により中止
・非常用自家発電設備点検（8月2日、２月16日）
・消防用設備等点検（7月22日～28日、1月27日～1月29
日）

▼利用者の安全については、消防(防災)計画に基づき、
入居団体、警備、設備、案内と連携することにより確保し
ている。
▼拾得物取扱いについては適正に管理し、サービス向上
に努めた。
▼損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。

▼施設・設備等の維持管理は適切に実施し、仕様書の
水準を達成した。なお、清掃、設備保守、緑地管理は第
三者委託により実施した。
▼施設、設備の維持及び利便性向上のため、札幌市の
承認を得たのち修繕等を行った。
・３階排煙窓ステンレスワイヤー修繕
・１階救護室窓ストッパー修繕
・地下機械室冷温水発生器溶液ポンプインバーター交換
・５階運動用櫛津ろ過機ろ材およびご方弁弁体交換
・地下機械室冷温水発生器溶液ポンプ交換
・１階守衛室キーボックス錠交換
・地下機械室ワインポンプ部品交換
・地下機械室床暖房の温水配管修繕
・１階アトリウムイベント用ヒーター導入
・５階運動御浴室電気脱水機の導入

▼来館者および職員の感染症予防のため以下の対策を
実施した。
・１階アトリウムと３階情報センターの受付前に飛沫防止
ブロッカーを設置
・館内の事務室や貸会議室にアルコール消毒液を設置
・館内の掲示板等に手指消毒の呼びかけや北海道コロ
ナシステム登録案内ポスターを掲示
・エレベーターの利用人数制限
・館内の事務室や貸会議室内の換気

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼今後も消防（防
災）計画に基づき
利用者の安全確
保を行うこと。
▼施設等の保守
管理について、引
き続き良好な環境
を維持するよう努
めること。
▼引き続き十分な
感染症対策を行う
こと。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▼利用者状況
・来場者数　2,839人(令和元年度　7,449人)
・相談件数　1,568件(令和元年度　5,092件)
▼見学者受入
・見学者数　1,239人（団体数　342）
▼福祉用具展示ホール月イチイベントを開催
10/10開催（４～９月、11月～３月は新型コロナウイルス
の影響により中止）
参加者22人（令和元年度　204人）
▼福祉専門職向けセミナーの開催
10/1「介護現場における安全衛生対策」、参加者21人
11/4「介護現場における感染対応」、参加者19人
▼福祉用具機器展inさっぽろ2020の開催
・期間　11/6・7
新型コロナウイルスの影響により中止

▼利用状況
・延べ利用団体数(利用コマ数)　250団体(令和元年度
370団体)
・利用人数　2,206人(令和元年度　3,997人)
・利用率　44.5％（令和元年度　62.1％）
▼運動浴室利用抽選会の際に利用団体による意見交換
会を実施(8/3、11/2、2/1　計３回)

▼実施状況
・高齢者相談
　新型コロナウイルスの影響のため中止
・終活相談
　月1回実施した。
　相談件数　23件（令和元年度131件）
・ふくし法律相談
　札幌・石川法律事務所の協力により月2回実施した。
　相談件数　５件（令和元年度20件）

▽　相談コーナーの運営

▼総合センター見学希望団体を受け入れた。
・受入１件（令和元年度13件）
・キャンセル８件

▼新型コロナウイル
スの影響による休
館のため、各事業
やイベントが多数中
止となり、利用者数
も大幅に減少した。

▽　見学の受け入れ

（4）事業の計
画・実施業務

▽　福祉用具展示ホールの運営

▽　運動浴室の運営

▼令和２年度は新
型コロナウイルス
による利用制限
（イベント開催制
限）や休館があっ
た。引き続き十分
な感染症対策を
行いつつ、利用の
促進を図ること。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

第2会議室

件数(件) 682 815 564

人数(人） 6223 3591

稼働率(％) 63.1 75.7 60.5

第3会議室

件数(件)

3621

稼働率(％) 64.9 75.1 55.2

件数(件)

人数(人）

678 810 565件数(件)

75.2

第1会議室

件数(件) 693 861 583

人数(人） 3677 2669

稼働率(％) 64.2 79.9 62.5

▽　アトリウムスペースの活用

▼新型コロナウイル
スの影響による休
館のため、利用数
が大幅に減少した。

特別会議室

612 832

10092

3012

4768

77.2 52.056.7

755

9632

465

35745

Ｒ２年度実績

人数(人）

▼実施状況
・福祉販売
　売上額709,660円(2,292人購入)
　開催日数:75日
　出展事業所:129事業所
　参加した障がい当事者:296人
・手話講座
　平成27年度から札幌聴覚障害者協会と連携して開催
　開催日数８日(毎月２回)
　参加者数:87人(11人/１回)
・介護講座
　平成28年度より実施。介護関連の相談が目的
　開催日数:９日(毎月２回)
　参加者数:70人(８人/１回)
・健康講座
　平成28年度より実施。高齢市民の介護予防を目的とし
て開催
　開催日数:５日（毎月２回）
　参加者数:57人（11人/１回）
※上記イベントは新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め一部中止とした（４月～６月まで、11月18日～３月末ま
で）
・相談・団体PR
　平成29年度から高齢者等の団体（あんしん住まいサッ
ポロ、健康生きがいづくりアドバイザー北海道協議会他)
の活動の場として提供
　開催日数:17日
　参加者数:106人(６人/１回)

▼令和２年度は新
型コロナウイルス
による貸室の利用
制限や休館があ
り、利用者数が大
幅に減少した。引
き続き、十分な感
染症対策に留意し
ながら、利用促進
を図ること。

（5）施設利用
に関する業
務

R元年度実績 Ｒ２年度計画

稼働率(％) 81.6

▽　利用件数等

件数(件)

大研修室

69.9

1559

49.8

▼新型コロナウイル
スの影響による休
館のため、各イベン
トや活動が中止とな
り、参加者数も大幅
に減少した。

809 515

人数(人） 6977

879

701

60.6

人数(人）

485

視聴覚兼会議室

稼働率(％) 62.8

稼働率(％)

6



（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　引継ぎ業務

２　自主事業その他

▽　自主事業

清掃業務委託先で
ある札幌市母子寡
婦福祉連合会によ
り、館内は清潔に保
たれている。

▼古紙回収ボック
スの設置により、
利用者の利便性
向上と収支改善に
取り組んでいる

▽　利用促進の取組

▼チラシの配布、ポスティング
▼アトリウムイベントを掲載したカレンダーを作成し館内
並びに外に敷設している案内板に掲示

▼HPの閲覧数　116,382件（令和元年度　154,536件）
▼チラシの配布
▼アトリウムイベントを掲載したカレンダーを作成し、館内
並びに外に敷設している案内板に掲示
▼広報さっぽろへの掲載、まんまる新聞への掲載、道新
別冊「さっぽろ10区」への掲載
▼ウェブアクセシビリティの取り組み
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情
報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部：
ウェブコンテンツ」に基づき適合レベルAAに準拠するよう
ホームページのアクセシビリティ維持・向上に努めた。

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

▼古紙回収ボックスの設置、運営継続中

▼イベントの広報を
積極的に行ったた
め新聞掲載へとつ
ながった。

（6）付随業務 ▽　広報業務

▼令和２年度は新
型コロナウイルス
によりイベントの
開催中止なども
あった。今後も
様々な形での広
報を企画・実施す
ること。また、引き
続きウェブアクセ
シビリティの向上
を図ること。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

▽　不承認 0件、　取消・変更 102件、　減免 2,324件、　還付 41件

▼業務委託の指名競争入札では、市内企業を優先的に指名した。
▼清掃業務は札幌市母子寡婦福祉連合会に業務委託した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

自主事業支出 505 74 ▲ 431

収入-支出 10,900

自主事業収入

▽　収支

項目 Ｒ２年度計画 Ｒ２年度決算

505 254 ▲ 251

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

１階案内、３階窓口等で設置・配布するなどして任意提
出をしてもらう方法により実施した。
添付資料（R２総合センター利用者アンケート集計結果
グラフ）を参照願います。

館内表示について、「普通」以上の評価が90％以上。
職員の接遇については85％以上と前年度に引き続き
高評価を得ている。

貸会議室抽選会の開始時刻を遅らせて欲しいとの要
望を受け、開始時間を30分繰り下げる対応を行った。

▼職員の接客対応
について85％を超
える高評価となっ
た。今後もこの水準
を維持できるよう接
客対応の向上に努
めていきたい。

その他 0 378 378

差（決算-計画）

（千円）

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

▼新型コロナウイル
スの影響により利
用料収入が減少し
たが、同時に水道
光熱費等の支出も
減少したため、マイ
ナス収支とはならな
かった。

▼新型コロナウイ
ルスの影響により
利用料収入が減
少したが、休館等
の影響で光熱水
費の支出が抑制
され、最終的な収
支は概ね均衡が
とれており、安定
的な運営を行って
いると判断でき
る。光熱水費等支
出の削減に努め、
引き続き安定的運
営に努めること。

指定管理業務支出 114,361 111,144 ▲ 3,217

支出 114,866 111,218 ▲ 3,648

11,261

純利益 0 0 0

▽　説明

10,900 361

▼利用料金収入は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休館
の影響により、計画から3,414千円の減となった。
▼指定管理業務支出は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための
休館の影響により、水道光熱費等の支出が抑制されたため、計画より
3,217千円の減となった。

11,261 361

利益還元 0

法人税等

４　収支状況

119,740 119,740 0

利用料金 5,521 2,107 ▲ 3,414

指定管理費

▲ 3,287

指定管理業務収入 125,261 122,225 ▲ 3,036

収入 125,766 122,479

▼職員の接客対
応について、「とて
も良い」「良い」の
割合が８割を超
え、高水準の評価
を得ているため、
今後も良好な接遇
の維持徹底に努
めること。

結果概
要
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Ⅲ　総合評価

.

▼指定管理者業務として、財務状況における大きな懸念事項はない。

▼各条例の規定に則り、全て適切に対応した。
▼協定に関する契約（第三者への委託、物品調達等）について、暴力団
員や暴力団関係事業者を相手に契約を行わなかった。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

総合評価 来年度以降の重点取組事項

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

　新型コロナウイルスの影響による休館や利用制限のた
め、各事業およびイベントが多数中止となり、利用者数
および収入が大幅に減少した。
　休館による貸会議室の予約キャンセルや利用料返還
等の対応について、担当課と連係を取りながら滞りなく
実施した。
　リモートアクセスシステムを活用した在宅勤務を導入
し、職員の感染リスクの低減ならびに新しい働き方スタ
イルの促進を図り、職員の雇用環境維持向上に努め
た。
　「新型コロナウイルス感染防止のための札幌市コミュニ
ティ施設における取扱い基準」に基づき、来館者ならび
に職員の感染防止対策を適切に実施した。
　今後はオンラインを活用した情報発信やイベント等、休
館や利用制限時も市民との交流を絶やさないための工
夫が必要と思われる。
　利用者アンケートにおいて、職員の接客対応への好意
的意見が85％を超えた。この結果に満足することなく、
今後も利用者や市民の声に耳を傾け、市民の福祉活動
の拠点として総合センターの運営に努めていきたい。

・総合センターを通じて市民が福祉を身近に感じ、学び、
相談し、福祉活動への参加が促進される施設となること
を目指す。
・見学や各種研修を通じて福祉人材の育成や、社会貢
献、体験・チャレンジの場として広く市民に活用されるこ
とを目指す。
・福祉に関する情報を広く収集し発信していくとともに、
情報の受け手となる市民が気軽に楽しく利用できる施設
を目指す。
・高齢者や障がいのある方をはじめ、全ての市民にとっ
て利用しやすい施設を目指す。
・札幌市災害ボランティアセンター運営体制の準備と市
民の災害時助け合い意識の啓発を進める。
・職員の接遇マナー、意識の向上。

特になし　概ね業務仕様書に基づき施設が維持管理されており、
適正な指定管理業務が行われている。
　昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症への対
応については所管課との緊密な連携が図られ、本市の
方針に沿った運営を徹底している。
　新型コロナウイルスの影響により、利用者数は計画を
下回ったが、引き続き感染症対策を行いながら、コロナ
禍においても利用や社会貢献ができるよう、企画や広報
を工夫しながら利用促進を図ることが望まれる。
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